
件

種

名

類

工事場所

(工事案件のみ)

都市計画道路補助線街路邪号線都市計画変更図書の作成業務

特命随意契約理由書

概

工事

物

要

士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品、・匿j司、その他品

本業務は、平成28年3月に策定した「東京における都市計画道路

の整備方針(第四次事業化計画)」において、見直し候補路線となっ

た都市計画道路補助線街路弱号線(以下「対象路線」という。)につ

いて、平成31年度から令和3年度までの都市計画道路の見直し関す

る調査・検討やその後に行った関係機関及び関係権利者との協議・調

整を踏まえて、対象路線に係る都市計画道路の変更に向けた都市計画

図書の作成を行うものである。

選定理由 下記業者は、平成31年度に公募制指名競争入札により、都市計画

道路実態調査・沿道地域に関する調査検討業務を受託し、令和2・3

年度には都市計画道路の見直しに関する検討及び都市計画変更策定

業務を行い、対象路線に係る都市計画道路の変更に向けた具体的な検

討、及び関係行政庁との協議・調整を行った。

本業務は、令和3年度に作成した都市計画図書の検討と調整を踏ま

えた修正であるため、対象路線に係る都市計画図書の協議資料の作成

を行った下記の業者を契約の相手方に指定するる

q54

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

国際航業株式会社東京支店

東京都新宿区北新宿2-21-1

担当課

令和6年/月 q口

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれてい

ます。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

ノ,694000 円(消費税を含む)

契約締結日の翌日から令和6年3月29日

環境まちづくり部景観・都市計画課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号



件 名

種

工事場所
(工事案件のみ)

資源化業務に係る古紙・びん・缶等の売却(2月分)

類

特命随意契約理由書

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

概 要

選定理由

区内で回収された資源物を売却できるよう処理をした後、再生資源
として資源化ルートに乗せるものである。

(1)資源回収・資源化業務の受託業者であり、同一業者が本業務を実
施することにより、効率的に資源化ルートに乗せることができる。

(2)清掃事業が東京都から千代田区に移管される平成12年度以前か
ら資源回収をしているという実績もあり、平成12年3月27日に
よ「長年にわたり培ったお互いのパートナーシップに基づき、今後
ともごみ減量・りサイクル事業推進について、必要に応じ協議する
ものとする」とした協定書を交わしている。
以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

q品

※契約金額

契約期間

担当課

千代田区りサイクル事業協同組合
,

東京都千代田区飯田橋2-12-1

6年1 月 q a令和

根拠規程

0

令和6年2月1日から令和6年2月29日まで

円(消費税を含む)※支出限度額(単価契約)2 イヌ 5シ350

物品

この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公
表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ
ています。
※印を示した項目については、契約課で記入します。0

千代田清掃事務所

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

品・委託 )Ⅱ(イ

名
住

称
所



件 名

種

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

工事

概

物

町名由来板の修繕(淡路町一丁目外7件)

士木・建設・設備・設計、測量、地芽凋査・その他工事

物品・^、その他

要

本業務は、経年劣化等により損傷した複数の町名由来板を効率的に修

繕するため、一括で修繕業務を委託するものである。

選定理由

今回修繕対象の町名由来板について、設置場所周辺の最新(2023年)

版の地図データが必要となる。これについて、下記業者は当該地図デー

タの著作権を有しており、他社から借り受ける必要がないため、コスト

の面で有利である。

また、同様に設置場所周辺の 18騎年当時の地図データが必要となる

が、下記業者は同年の地図データの著作権も有しており、他社がそのデ

ータを利用するととを認めていない。

以上の理由により、下記業者以外では本業務の目的を達成することが

できないため、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

"リ

※契約年月日

※契約金額

2 号

契約期間

株式会社ゼンリン

千代田区西神田一丁目1番1号

令和 6年

担当課

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項

目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

根拠規程

契約締結日の翌日から令和6年3月31日

/月

地域振興部コミュニティ総務課

ユ,9ワつ,0ク0

乙4

地方自治法施行令第167条の2第1・項第

日

オフィス 21 ビノレ4階

円(消費税を含む)

品

名
住

称
所



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

浴室ろ過装置修理

特命随意契約理由書

概

円(消費税を含む)

選定理由

事

要

口
ロロ

土木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・委託、その他

高齢者総合サポートセンターの浴室ろ過装置に部品劣化に伴う故障発

生の恐れがあるため、当該部品の交換修理を行う。

/

高齢者総合サポートセンターの浴室ろ過装置(以下本装置とい

う)の保守業務は下記事業者が行っている。

下記事業者は本装置製造メーカーと本装置の定期メンテナンス

契約を締結しており、本定期メンテナンス契約に基づく修理を依頼

することで一般に修理を依頼するより優先的、安価に修理を受ける

ことができる。

本装置が故障すると毎日多くの利用者がいる浴室の利用ができ

なくなるため、できるだけ早期の修理が望ましいが、利用者への影

響を最小限に抑えるには月1回の休館日に行う必要があり、修理日

について早期の日程調整を行う必要がある。

更に日常の保守業務を行っている同社を通して修理を行うとと

で、修理後のメンテナンスについても万全を期すことができる。

以上の理由により、下記業者を契約の相手方に指定する。

/

972

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

名称

契約期間

住所

担当課

綜合警備保障株式会社城西支社

東京都中野区中央一丁目38番1号

6年令和

根拠規程

0と.の理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目

に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0※印を示した項目については、契約課で記入します。

契約締結日の翌日から令和6年3月31日まで

/月

保健福祉部在宅支援課

曾8 d,000

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

/占、日

ノノ

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

特命随意契約理由書

カードリーダー交換作業

円(消費税を含む)

概

事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

物品・匡璽>1その他()
口
ロロ

要

選定理由

千代田区役所本庁舎の低層階エレベーター内力ードリーダーの

反応不良の為、附室の力ードリーダーと交換・調整作業を委託する。

下記事業者は、第 3 合同庁舎・千代田区役所本庁舎の今年度の建築

設備管理業務を受託しており、該当力ードリーダーの点検等も行って

いる為、作業に関しての手配、又アフターサービスや不具合等が発生し

た際の迅速な対応が期待できる。以上の理由により、下記事業者を契約

の相手方とする。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

株式会社シミズ・ビルライフケア

東京都中央区京橋二丁目10番2号

契約期間

"ご

担当課

ι年/"乃口令和

根拠規程

契約締結日の翌日から令和6年3月31日

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

政策経営部施設経営課

地方自治法施行令第167条の2第1項第6号

乙, q g、'1,900

ぬ利彦ビル南館

工
物



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

人事情報総合システムにかかる運用保守

特命随意契約理由書

概

委託

要

選定理由

職員の人事管理及び勤務実績の集約により給与計算等を行う本システム

を、正常かつ安定的に稼動できる体制を全庁に提供するため、本システムの

保守委託を行う。

人事情報総合システムは、下記事業者により情報システム課内の仮想サー

バ上に構築した情報処理システム等と密接不可分の関係にあり、保守できる

のは、本システムを設計開発し、知的所有権を有している下記業者のみであ

る。また、同一者以外では責任区分が不明確になり、故障発生時の原因究明、

故障修理など対処が困難になるなど業務履行が達成できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

加仟

※契約年月日

※契約金額

法人名

所在地

契約期間

担当課

富士通J即飢株式会社卓子公美ピ'ジネス手克打部

東京都港区東新橋1-5-2

令和 6年1

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表項目に

対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれています。

0 ※印を示した項目にっいては、契約課で記入します。

令和6年1月1日から令和6年3月31、日まで

政策経営部人事課

月

号190,/0ダ

地方自治法施行令第167条の2第1項第

日

円(消費税を含む)

ノ

6 号



件

種

名

工事場所

(工事案件のみ)

類

戸籍法改正に伴う戸籍コンビニ交付工程試験対応

概

特命随意契約理由書

物品:委託

要

選定理由

戸籍法改正に伴う戸籍証明書の記載例の変更について、コンビニ交

付で出力される証明書が正しく出力される事を確認するため、所定の

工程試験を行う。

戸籍システムの導入は、千代田区戸籍事務電算化実施業者調査委員

会において、日立製作所がシステム開発保守業者として選定(平成10

年8月7日付千地戸発第 176 号)され、本システム関連の業務は、日

立製作所のグループ企業の下記業者が担当している。

本件業務については、既設の機器、設備、情報処理システムと密接

不可分の関係にある。本件作業を同一者以外に履行させると、既存の

システム・機器類の運用に著しく支障が生じるおそれがある。また、

直接的なシステム操作やサーバーへのアクセスが必要となるため、シ

ステム開発に携わっている下記事業者以外に本件業務を行うことが

できない。

以上の理由により、下記事業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

99 1

※契約年月日

※契約金額 円(消費税を含む)

材、

契約期間

株式会社日立システムズ

東京都品川区大崎1所

担当課

令和

根拠規程

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公

表項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれ

ています。

0 ※印を示した項目については、契約担当課で記入します。

4年

契約締結日の翌日から令和6年3月29日まで

地域振興部総合窓口課

/月ユ江日

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

▽{ g 、 000

2 -1

名
住



件 名

種

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で使用するガスの供給につ

いて(令和6年3月~令和7年2月)

特命随意契約理由書

工事場所

(工事案件のみ)

類

概

工事:士木・建設・設備・設計、測量、地質調査・その他工事

要

選定理由

九段第3合同庁舎・千代田区役所本庁舎で使用するガスの供給

当案件について、入札不調後に最終保障供給約款に基づいてガス供

給受けているが、この庁舎のガス設備にあったガス供給契約をするこ

とにより、競争入札に付した場合よりはるかに有利な価格で契約でき

るため、下記業者を契約の相手方に指定する。

契約の相手方

※契約年月日

※契約金額

東京瓦斯株式会社

東京都港区海岸卜5-20

契約期間

四じ

担当課

令和

根拠規程

6年

令和 6年3月1日(金)から令和 7年2月28日(金)

0 この理由書は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に定める公表

項目に対応しているので、物品購入や請負委託案件等には該当しない項目が含まれて

います。

0 ※印を示した項目については、契約課で記入します。

1月2,6日

政策経営部施設経営課

Z2、、,2、..曾ワ,013

地方自治法施行令第167条の2第1項第7号

円(消費税を含む→

物品:物 )(他の=
ロ
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